
平成３０年度甲種防火管理再講習開催要項 

 

１ 実施機関    鳥取県西部広域行政管理組合消防局 

 

２ 講習の種別及び受講要件 

⑴ 講習種別  甲種防火管理再講習 

⑵ 受講要件  甲種防火管理者としての資格を有していることが必要です 

 

３ 講習会の開催日及び会場 

⑴ 開催日 

区 分 講習会開催日 申込期間 

第１回 平成３０年１２月６日 (木)  １１月８日～１１月２９日 

※午前９時１０分から受付開始 

⑵ 会場 

米子市両三柳５４５２番地    

鳥取県西部広域行政管理組合消防局   ４階  ４０１会議室 

⑶ 講習会の受講（資格取得）について 

講習会は、全過程を受講しないと資格取得できません。 

 

４ 講習の申し込みについて 

⑴ 受講申込書に必要事項を記入し、講習の申込期間中に郵送又はメール、ＦＡＸ

で申し込みください。申し込みと併せてテキスト代金を払い込んでください。 

  なお、ＦＡＸで申し込まれた場合は、必ず着信確認をお願いします。 

⑵ 会場の都合により定員を９０名とします。 

  申込期間中であっても、定員に達した場合は受講申し込みを締め切りますので、

ご了承願います。 

  締切日以降でも定員に満たない場合は、受付を継続しますのでお問い合わせく

ださい。 

 ⑶ 受講票は、テキスト代金の入金確認後、受講者の現住所に郵送しますので、講

習受付時にご持参ください。 

⑷ 受講者の申込状況や、講習会前日までに受講票が到着しない場合は予防課予防

係（℡0859-35-1954）までお問い合わせください。 

 

５ 受講申込書の提出先  

〒６８３－０８５３ 

米子市両三柳５４５２番地  鳥取県西部広域行政管理組合消防局 予防課  

E-mail: yobouka@tottori-seibukoiki.jp  FAX: 0859-35-1961 

mailto:yobouka@tottori-seibukoiki.jp


６ テキスト代金（米子地区防火安全協会斡旋） 

代金２，０００円（消費税込み） 

⑴ テキスト代金を、ネットバンキング、ＡＴＭ又は郵便局払込用紙で下記口座に 

払い込んでください。 

⑵ テキスト代金の払い込みが確認できない場合は、受講票を送付致しません。 

⑶ 払い込み状況は、ゆうちょダイレクトで随時確認致します。 

 

◆郵便局からお振込の場合 

【振  込  先】米子地区防火安全協会（ ﾖﾅｺﾞﾁｸﾎﾞｳｶｱﾝｾﾞﾝｷｮｳｶｲ ） 

【口座記号番号】０１３７０－４－９９８９７ 

 

◆他の金融機関からお振込の場合 

【振 込 先】米子地区防火安全協会（ ﾖﾅｺﾞﾁｸﾎﾞｳｶｱﾝｾﾞﾝｷｮｳｶｲ ） 

【銀 行 名】ゆうちょ銀行 

【店  名】一三九（読み イチサンキュウ） 

【預金種目】当座預金  

【口座番号】００９９８９７ 

 

  ご注意 ・払い込み手数料は、受講者がご負担願います。 

         

         

７ 修了証の交付について 

⑴ 全課程の受講者のみに修了証を交付します。 

⑵ 遅刻・早退などされますと修了証の交付が受けられません。 

 

８ その他  

⑴ 講習会当日は、受講票・筆記用具が必要です。 

⑵ 甲種防火管理再講習の受講時期については、「甲種防火管理再講習制度につい 

て」に記載のフローチャート図をご覧ください。 

⑶ 現在「防火対象物点検報告に係る特例認定」を受けておられる事業所は、防火

管理再講習の規定に違反した場合、その認定が取り消しとなることがありますの

でくれぐれもご注意ください。 

⑷ 詳細の問い合せ先：消防局予防課予防係（電話 0859-35-1954）  



 

甲種防火管理再講習会 日程表 

 

科     目 時     間 

受     付 ９：１０ ～  ９：３０ 

開  講  式 ９：３０ ～  ９：４０ 

消防関係法令について ９：４０ ～ １０：３０ 

火災事例について １０：４０ ～ １１：３０ 

閉講式・修了証交付 １１：３０ ～ １１：４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


